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・食品衛生法の規格基準
・放射線殺菌の規制
・加熱殺菌と同等以上の殺菌方法
・高圧処理による殺菌と規制



食品衛生法第１１条第2項

• 前項の規定により基準又は規格が定められ
たときは、 その基準に合わない方法により
食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、
調理し、若しくは保存し、 その基準に合わな
い方法による食品若しくは添加物を販売し、
若しくは輸入し、 又は その規格に合わない
食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、
使用し、調理し、保存し、若しくは販売しては
ならない。

次頁のとおり、大きく３つ
の文章に分けられる



食品衛生法第11条第２項

条 文 販売 製造 輸入 加工 使用 調理 保存

その基準に合わない方
法により食品を●して
はならない

● ● ● ● ●

その基準に合わない方
法による食品を◆して
はならない

◆ ◆

その規格に合わない食
品を▲してはならない ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲



食品、添加物等の規格基準
（昭和34年厚生省告示第370号）

Ａ 食品一般の成分規格

Ｂ 食品一般の製造、加工及

び調理基準

Ｃ 食品一般の保存基準

Ｄ 各条

○清涼飲料水・・・ ２３品目

第一 食品

第二 添加物

第三 器具・容器包装

第四 おもちゃ

第五 洗浄剤



A 食品一般の成分規格

1 抗生・抗菌性・放射性物質 7 農薬等の暫定基準

2 ＧＭＯ食品の安全性審査 8 自然界に含まれる農薬成分

3 ＧＭＯ微生物安全性審査 9 加工食品の残留基準

4 削除 （特定保健用食品審査） 10 原材料食品残留基準

5 不検出の農薬等17種 11 原材料食品一律基準

6 農薬等の残留基準 12 ｾｼｳﾑの規制値



Ｂ 食品一般の製造・加工・調理基準

1 放射線を照射してはならない。
ただし・・

6 ＧＭＯ微生物は安全性審査を
受けなければならない

2
生乳等は63℃30分間加熱殺

菌するか同等以上の方法で加
熱殺菌しなければならない

7 規格基準に適合しない添加物
を使用してはならない

3
血液等は63℃30分間加熱殺

菌するか同等以上の方法で加
熱殺菌しなければならない

8 ＢＳＥ発生国の牛は脊柱を除
去しなければならない

4
鶏卵等は70℃1分間以上加熱

殺菌するか同等以上の方法で
加熱殺菌しなければならない

9

牛ﾚﾊﾞｰ、豚肉の生食禁止
牛ﾚﾊﾞｰ、豚肉は63℃30分間加

熱殺菌するか同等以上の方法
で加熱殺菌しなければならな
い5

魚介類を生食する場合は食品
製造用水で洗浄しなければな
らない



Ｃ 食品一般の保存基準

1
食品を保存する氷雪は大腸菌群
が陰性でなければならない

2
食品の保存には抗生物質を使用
してはならない

3
食品保存の目的で、食品に放射
線を照射してはならない



• 清涼飲料水
• 粉末清涼飲料水
• 氷雪
• 氷菓
• 食肉及び鯨肉
• 生食用牛肉
• 食鳥卵（殺菌液卵）

• 血液、血球及び血漿
• 食肉製品
• 鯨肉製品
• 魚肉ねり製品
• いくら、すじこ、たらこ

• ゆでだこ
• ゆでがに
• 生食用鮮魚介類
• 生食用かき
• 寒天
• 穀類、豆類、野菜
• 生あん
• 豆腐
• 即席めん類
• 冷凍食品
• 容器包装詰加圧加熱殺

菌食品

Ｄ 各条（23品目）
赤字は

加熱殺菌
の基準あり



Ｂ 食品一般の製造，加工及び調理基準

1 食品を製造し，又は加工する場合は，食品に放射線（原子力基

本法第3条第5号に規定するものをいう。）を照射してはならない。

ただし，食品の製造工程又は加工工程において，その製造工
程又は加工工程の管理のために照射する場合であって，食品
の吸収線量が0.10グレイ以下のとき及びD 各条の項において
特別の定めをする場合は，この限りでない。

Ｄ 各条
○ 穀類、豆類及び野菜 ４ 野菜の加工基準
発芽防止の目的で、ばれいしょに放射線を照射する場合は、次の方法によ
らなければならない。
(１) 使用する放射線の線源及び種類は、コバルト 60 のガンマ線とすること。
(２) ばれいしょの吸収線量が 150 グレイを超えてはならないこと。
(３) 照射加工を行ったばれいしょに対しては、再度照射してはならないこと。





放射線照射による殺菌

• 日本では、ジャガイモの発芽防止のみＯＫ

• 香辛料を加熱殺菌すると香気成分が飛ぶが
放射線照射なら香気成分が残る。

• 放射線は放射能と誤認しやすい

• アメリカでは冷蔵肉で4.5kGy、冷凍肉で
7.0kGyのＸ線照射ＯＫ

• 牛生レバーについて（独）農業・食品産業技
術総合研究機構が検討したが、法改正には
至っていない。（H24.10）



原子力基本法（昭和30年法律第186号）

第３条 定義
５ 「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち

、直接又は間接に空気を電離する能力をもつ
もので、政令で定めるものをいう。

核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義
に関する政令（昭和32年11月21日政令第325号）

第４条 原子力基本法第３条第５号 の放射線は次の電磁波・粒子線とする。
１ アルフア線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
２ 中性子線
３ ガンマ線及び特性エックス線
４ １メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線



一般財団法人 日本原子力産業協会



乳等省令に基づく殺菌方法

【牛乳の製造基準】
保持式により63℃で
30分間加熱殺菌する

か、又はこれと同等
以上の殺菌効果を有
する方法で加熱殺菌
すること。

食品 規格基準等

牛乳、殺菌山羊
乳、成分調整牛
乳、低脂肪牛乳、
無脂肪牛乳、加
工乳、クリーム、

63℃30分間

アイスクリーム・ア
イスミルク・ラクト
アイスの原料

68℃30分間

調整液状乳 120℃4分間

醗酵乳・乳酸菌飲
料の原料

63℃30分間

人畜共通伝染病
牛の結核やＱ熱

を指標菌



牛乳の殺菌方法

温度 時間 殺菌方法

63～65℃
65～68℃
75℃以上
72℃以上

120～150℃

30分
30分

15分以上
15秒以上

1～3秒

低温保持殺菌（ＬＴＬＴ）
連続式低温殺菌（ＬＴＬＴ）
高温保持殺菌（ＨＴＬＴ）
高温短時間殺菌（ＨＴＳＴ）
超高温瞬間殺菌（ＵＨＴ）

・LTLT＝Low Temperature Long Time

・HTLT＝High Temperature Long Time

・HTST＝High Temperature Short Time

・UHT＝Ultra High Temperature

日本乳業協会HPより

同等以上の効果の
ある加熱殺菌方法



Ｄ 各条の製造基準
同等以上の効力を有する方法

【清涼飲料水の記載例】

清涼飲料水は、容器包装に充塡し、密
栓若しくは密封した後殺菌するか、又
は自記温度計をつけた殺菌器等で殺
菌したもの若しくはろ過器等で除菌し
たものを自動的に容器包装に充塡した
後、密栓若しくは密封しなければなら
ない。この場合の殺菌又は除菌は、次
の方法で行わなければならない。
① pH4.0 未満のものの殺菌にあって
は、その中心部の温度を 65℃で 10 

分間加熱する方法又はこれと同等以
上の効力を有する方法で行うこと。
② pH4.0 以上のもの（pH4.6 以上で、
かつ、水分活性が 0.94 を超えるもの

を除く。）の殺菌にあっては、その中心
部の温度を 85℃で 30 分間加熱する

方法又はこれと同等以上の効力を有
する方法で行うこと。

食品 規格基準等

容器包装詰加圧加熱殺菌食品 121℃4分間

充填豆腐 90℃40分間

清涼飲料水、冷凍果実飲料
（pH4.0以上）

85℃30分間

魚肉ﾊﾑｿｰｾｰｼﾞ 80℃45分間

特殊包装ｶﾏﾎﾞｺ 80℃20分間

魚肉ねり製品 75℃中心部

食鳥卵（液卵の殺菌基準） 別紙

氷菓の原料 68℃30分間

清涼飲料水、冷凍果実飲料
（pH4.0未満）

65℃10分間

食肉製品 63℃30分間

生乳、血液の殺菌 63℃30分間



食鳥卵（液卵）の製造基準

液卵 連続式 バッチ式

全 卵 60℃3.5分間 58℃10分間

卵 黄 61℃3.5分間 59℃10分間

卵 白 56℃3.5分間 54℃10分間

10%加塩卵黄 63.5℃3.5分間

10％加糖卵黄 63.0℃3.5分間

20%加糖卵黄 65.0℃3.5分間

30%加糖卵黄 68.0℃3.5分間

20%加糖全卵 64.0℃3.5分間

液卵は次の条件又はこれと同等以上の効力を有する方
法により加熱殺菌すること。

1200検体？
スパイク試験



解説あり



非加熱食肉製品の製造基準
加熱温度 加熱時間

50℃ 580分

51 300

52 155

53 79

54 41

55 21

56 11

57 6

58 3

59 2

60 1

63 瞬時

中心部を右表の加熱温度と
時間加熱するか，又はこれ
と同等以上の効力を有する
方法により加熱した食肉を
原料食肉として製品を製造
する場合

塩 漬
3.3%食塩又は塩化Ｋ
200ppm亜硝酸Na

（生ハム)



特定加熱食肉製品の製造基準

加熱温度 加熱時間

55℃ 97分

56 64

57 43

58 32

59 19

60 12

61 9

62 6

63 瞬時

肉塊のままで，その中心部
を右表のとおり加熱するか
，又はこれと同等以上の効
力を有する方法により殺菌
しなければならない。

製品の中心部の温度が
35°以上52°未満の状態
の時間を170分以内としな
ければならない。

（ローストビーフ）



牛肉 ＦＤＡ

最終加熱温度 維持時間

５７．８℃ ３２分

５８．３℃ ２４分

５８．９℃ １９分

５９．４℃ １５分

６０．０℃ １２分

６０．６℃ １０分

６１．１℃ ８分

温度 時間

55° 97分

56° 64分

57° 43分

58° 28分

59° 19分

60° 12分

61° 9分

62° 6分

63° 瞬時

加熱温度と時間（ＴＴ管理）
日本

特定加熱食肉製品



肉の加熱温度と硬さ

60～65℃の加熱
が美味しい！

50℃ ミオシン変性

55℃ ｺﾗｰｹﾞﾝ変性

60℃ 肉の色変性

66℃ アクチン変性

155℃ ﾒｲﾗｰﾄﾞ反応



食材別の規格基準

食材 製造・調理基準 備考

鶏卵 70℃1分間加熱
賞味期限内の生食用鶏
卵を除く

生食用魚介類 製造用水で洗浄

牛レバー、豚肉 63℃30分間加熱 一般的な調理法ではない

生食用食肉 衛生的な取扱 内臓を除く牛肉に限る

牛肉、牛内臓
鶏肉、魚介類

記載なし
鳥刺によるｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ食
中毒の多発



食の安全自主点検店公表制度
（千代田区）

Ｑ５ 鶏肉等について、７５度１分と同等以上の加熱条
件を教えてくださ い。

Ａ５ すぐに喫食するか、冷蔵で保存され比較的短期
で消費される食品の ６３度３０分、Ｚ値８を想定してい
ます。

殺菌条件 備 考

６３℃ ３０分間 法の規格基準値

７１℃ ３分間 ６３＋８℃ ３０分間×1/10 

７９℃ １８秒 ７１＋８℃ ３分間×1/10 

８７℃ ２秒 ７９＋８℃ １８秒間×1/10 

75℃ 約1分間



加熱温度と時間

Ｏ１５７対策

７５℃ １分間

ノロウイルス対策

85～90℃ 90秒

野生肉 74℃ 15秒

鶏肉 73.9℃ 15秒

豚肉 68.3℃ 15秒

卵 62.8℃ 15秒

ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ 63℃ 3分

60℃ 12分、55℃ 2時間

魚 62.8℃ 15秒

日 本 アメリカ

全米ﾚｽﾄﾗﾝ教育財団資料より



大量調理施設衛生管理マニュアル

• 75℃１分間の根拠？

• 最大のＤ値19分、Ｚ値7℃とすると

• ７５℃１分間（60秒） ＞ 74℃11.4秒×5D値

60℃ 19分間

67℃ 1.9分（114秒）

74℃ 11.4秒

サルモネラ
Ｄ値（60℃） 3～19分

Ｚ値 4.6～7℃

大田区保健所 食品衛生監視員のためのよくわかる
HACCP（ver.1）平成30年3月

Ｄ値やＺ値は菌
によって異なる



食肉の加熱条件に関するＱ＆Ａ

Ｑ．食肉による食中毒防止のための加熱条件として、中心部を
75℃で 1 分間加 熱することが必要とされていますが、これと同
等の加熱の条件はどのような ものがありますか？

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000365043.pdf

75℃ 1分間

70℃ 3分間

69℃ 4分間

68℃ 5分間

67℃ 8分間

66℃ 11分間

65℃ 15分間

Ａ．同等な加熱殺菌の条件は右表が
妥当と考えられます。また、調理の現
場においては、中心温度計の適切な
使用により、食肉の中心部の 温度が
目標とする温度を下回らないことを確
認し、確実な加熱殺菌が行われる よ
うにする必要があります。



ジビエ料理（狩猟獣肉）

狩猟
散弾は使用しない。首から上を狙う

病気や異常があれば、食用にしない

食肉
処理

内臓の状態を確認して食用にする

狩猟、運搬、処理や販売先などに関す
る記録を保管する

調理
生では食べない！

（７５℃１分間以上加熱する）

野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針 H26.11厚労省



同等以上の加熱殺菌の課題？

• 殺菌液卵などの規格基準を設定した際のデ
ータ等も正式に公表されていない？

• 75℃１分間加熱殺菌の根拠（考え方）は？

• ＨＡＣＣＰの技術検討会でも殺菌温度や時間
の出典や試験値を求められている。

• 指標菌の設定、Ｄ値、Ｚ値の選定方法などの
ガイドライン等が明確になっていない？

• どの程度の試験データが必要なのか？保健
所等では指導が難しい！



ＴＴ管理の例（ＴＣＳ食品）

製品 食材 調理温度

鶏肉類

家禽（丸，挽肉，七面鳥，あひる）、
詰め物，詰め物をした肉，あらかじめ調
理したものを詰めた料理，潜在的ハザー
ドのある食品

165F（74℃）15秒間

挽肉類
挽肉（牛，豚，他の食肉，魚），注入し
た肉

155F（68℃）15秒間

豚肉，牛肉，羊
肉

豚，牛，子牛，子羊（ステーキ，チョッ
プ）、豚，牛，子牛，子羊（ロースト）

中心温度145F（63℃）
15秒間
145F（63℃）4分間

魚類 魚介類
145F（63℃）15秒間

卵類 直に提供する殻つき卵

日本における加熱温度の指導では，0157対策として75℃で1分間，ノロウイルス
対策として85℃～90℃で90秒間が目安となっているが，米国では，鶏卵や魚，獣
畜の種類ごとに加熱温度（Temperature）と加熱時間（Time）を管理して食品の
安全確保を図るよう指導している。2006年の全米レストラン協会教育財団の
Internal Cooking Temperaturesでは表1のような記載となっている。



生卵・食肉・食鳥肉等の加熱時間・加熱温度に関する国際的データ

生卵・食肉・食鳥肉、それらを含む食品などの加熱調理基準

中心温度※ 時間

注文後に割卵する生卵 ６３℃以上 １５秒間

挽肉・テンダライズなど
加工した肉

６３℃ ３分

６６℃ １分

６８℃ １７秒

７０℃ １秒以下

※ 校正された温度計を使用のこと
出典：米国保健福祉局公衆衛生局食品医薬品局『フード・コード 2017』（株式会社鶏
卵肉情報センター翻訳から）

2019.1.16食品衛生管理に関する技術部会 外食事業者のための衛生管理計画作成の手引（案）



塊肉（牛肉・豚肉・ハム等）の重量別加熱温度に関する国際的データ

牛肉・コーンビーフ・子羊肉・豚肉・およびハムなどの塩漬け豚肉ローストなどを含む塊の肉

オーブンの種類
塊肉の重さに基づくオーブンの温度※２

４．５ｋｇ未満 ４．５ｋｇ以上

ドライ・オーブン（静止乾燥） １７７℃以上 １２１℃以上

対流式（コンベクション） １６３℃以上 １２１℃以上

高湿（高湿度オーブン）※１ １２１℃以上 １２１℃以上

※１ オーブンの庫内もしくは出口、または湿度を100％にする、湿度の浸透しない
袋で測定して90％以上の相対湿度を少なくとも１時間
※２ 校正された温度計を使用のこと

出典：米国保健福祉局公衆衛生局食品医薬品局『フード・コード 2017』（株式会社
鶏卵肉情報センター翻訳から）

2019.1.16食品衛生管理に関する技術部会 外食事業者のための衛生管理計画作成の手引（案）



真空調理

食材の種類 温度帯 備 考

※赤身肉類（ロゼ状態） 58～60℃ ローストビーフ

赤・白身肉類（蒸・茹状態） 52～68℃ 鶏肉の骨付き肉は85℃で加熱

魚 類 62～68℃
タンパク質の保水上限温度の70℃
以内

卵 類 65～68℃
サルモネラは，62～65℃･30分間で
死滅

野 菜 類 85～95℃
セルローズ破壊開始温度帯以上で
加熱

真空調理における加熱温度帯の目安は下記のとおりである。真空調理は食材を外
側から間接的に加熱するために，食材の種類や形状によって仕上がりが左右されや
すいことから，この利用には高い習熟度が求められる。したがって，この技術を利用
する際には調理温度帯の管理だけでなく、標準的なルールとしての作業手順書のも
とで運用する必要がある。※ ロゼ状態とは，食材表面だけを加熱することで，食材
の芯部がバラ色に保たれている状態をいう。

食品衛生監視員のための実例から学ぶ食中毒 より



SAFE MINIMUM INTERNAL TEMPERATURES（ＦＤＡ）

食品類 中心加熱温度

牛肉、豚肉、羊肉、山羊肉 145Ｆ（62.8℃）３分間

挽肉類 160Ｆ（71.1℃）

未加熱ハム（生又はｽﾓｰｸ） 145Ｆ（62.8℃）３分間

加熱済ハム（再加熱） 140Ｆ（60℃）

鶏肉（挽肉、部分肉、詰物） 165Ｆ（73.9℃）

鶏卵 卵黄や卵白が硬くなるまで

鶏卵加工品 160Ｆ（71.1℃）

鮮魚類（Fin Fish） 145Ｆ（62.8℃）又は身が不透明になりフォー
クで容易に分けられるまで加熱

エビ、ロブスター、カニ類 身が真珠様に不透明になるまで

アサリ、カキ、イガイ 殻が開くまで加熱

ホタテ貝 身が不透明で乳白色になり固くなるまで

Leftovers & Casseroles 165Ｆ（73.9℃）



高圧処理による殺菌
（Hydrostatic Pressure Treatment）

• 加熱殺菌の代替えに高圧殺菌が可能

• ジャムの殺菌などに使用されている

• 貝類を高圧処理すると殻が開く

• 200～600MPaでカキのノロウイルス低減

• スペインでは生ハムの殺菌に使用

• アメリカでは野菜ジュースにも使用

• 日本では清涼飲料水の製造基準（85℃30分）
があるため加熱殺菌しないと販売できない。



総合衛生管理製造過程
食品衛生法第13条

• 規格基準によらない製造過程も承認を受け
れば製造可能

• 例）2003年 大塚食品㈱ 「野菜の戦士」

• 植物性乳酸菌（Pediococcus pentosaceus）

• 野菜汁を殺菌後、乳酸発酵させ、密栓・密封
し、10℃以下で流通させる飲料（pH4.5以下）に
限る」

チルド製品より長い
賞味期限（30日間）


